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社員間でのパワハラやセクハラの問題は 
会社に責任が追及されることをご存知ですか？ 

 

備えあれば（労務）トラブルなし 
 

社長！貴社の “守り” は万全ですか？ 

社員間トラブル・労働紛争の対応は社会保険労務士の専門分野です。 
※ 社員は社長以上に “労働法” をよく学んでいることを知ってください 

トラブルに対応するためにも… トラブルを予防するためにも… 

労働トラブル相談窓口 
を確保しておくことが会社の運命を大きく左右します！ 

特 典 典 特 このチラシをご覧の社長限定！! 

貴社の労働環境のヒアリング ＆ アドバイスを無料で実施！ 

情報のお届けは… 
 

        葛城総研コンサルティング 
       奈良県橿原市久米町569 
        ウエストゲート神宮前2F 
     http://社労士事務所.com 
  

   FAX：0744-35-9002 
 
 

新しい情報が入りましたらまたお届けいたします 

 

貴社名 

ご芳名 
(お役職) 

 

              （       ） 

 

所在地 

 

  TEL 
 

従業員数 

□ 労働環境のヒアリング＆アドバイスを希望します 

様 

人 

これはある会社で実際に起こった労働裁判で、 
社員間の問題でありながら会社が責任を追及さ 
れた事例です。毎年100万件超の労働相談（厚 
生労働省発表）が行われる昨今。貴社では「絶 
対に起こらない」と言い切れるでしょうか？ 

出典：厚生労働省 「平成２４年度個別労働紛争解決制度施行状況」 

もしものときの… 

あの人に言われても何とも思わないことも、この上司に言われるのだけ 
は感情的に「嫌だ！」と思っている社員が会社の大きなトラブルの種に 
なることがあります。 
 

パワハラ（パワーハラスメント）が原因で退職を余儀なくされた社員が 
未払い賃金の支払いと慰謝料を求めて訴訟を起こした結果、 
裁判所は総額295万円の支払いを会社に命じました（京都地裁）。 

初回のみ 


